
目

次

公
安
委
員
会

○
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
交
通
企
画
課
）
…
一

○
青
森
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一一

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
表
中
「
法
第
百
四
条
の
四
第
五
項
」
の
下
に
「
（
法
第
百
五
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
号
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト

タ
ン
デ
ム
車
（
複
数
人
の
乗
用
と
し
て
の
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
ペ
ダ
ル
装
置
が
縦
列
に
設

け
ら
れ
た
自
転
車
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
二
人
乗
り
用
と
し
て
の
構
造
を
有
す
る
も
の
に
運
転

者
以
外
の
者
一
人
を
乗
車
さ
せ
て
い
る
場
合

第
十
六
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と

し
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
二
通
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
写
真
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号

を
削
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
二
通
」
を
削
る
。

第
二
十
四
条
中
「
道
路
」
の
下
に
「
若
し
く
は
場
所
」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
十
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日

号
外
第
七
十
号

令
和
元
年

十
一
月
二
十
九
日

（
金
曜
日
）



（ ）2青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



（ ）3 青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



別
記
様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）4青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



別
記
様
式
第
二
十
号
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）5 青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



別
記
様
式
第
四
十
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
十
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）6青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



（ ）7 青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



（ ）8青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



別
記
様
式
第
五
十
号
及
び
別
記
様
式
第
五
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）9 青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



（ ）10青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

一

第
十
一
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
四
条
、
別
記
様
式
第
十
号
か
ら

別
記
様
式
第
十
二
号
ま
で
、
別
記
様
式
第
十
七
号
、
別
記
様
式
第
四
十
四
号
か
ら
別
記
様
式
第

四
十
六
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
六
及
び
別
記
様
式
第
二
十
号
の
八
の
改
正
規
定

令
和
元

年
十
二
月
一
日

三

別
記
様
式
第
四
十
三
号
、
別
記
様
式
第
四
十
七
号
及
び
別
記
様
式
第
五
十
号
の
改
正
規
定

令
和
元
年
十
二
月
十
四
日

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
青
森
県
道
路
交
通
規
則
別
記
様
式
第
十

号
、
別
記
様
式
第
十
七
号
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
六
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
八
、
別
記
様
式

第
四
十
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
十
六
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
五
十
一
号
に
よ
る
用
紙
で
、
現

に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

青
森
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
十
四
年
五
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）11 青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



（ ）12青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）13 青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日



（ ）14青 森 県 報 号外第70号令和元年11月29日 金曜日
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